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諮問第８号 

令和４年３月９日付けの個人情報開示請求に係る不開示決定（昭教生市

第64号）に対する審査請求について 

 

１ 審査会の結論 

「平成23～24年における〇〇〇〇氏（審査請求人〇〇〇〇氏（以下「審

査請求人」という。）の成年被後見人）と市民会館・公民館事業係職員と

の対応記録」を、昭島市教育委員会（以下「実施機関」という。）で保有

したことがないとして不開示とした決定処分に係る審査請求は、棄却を相

当とする。 

 

２ 審査請求及び審査の経緯 

審査請求人は、令和４年３月１日付けで、実施機関に対して、「平成23

年から同24年にかけて昭島市公民館主催事業「障害のある青年の交流講座

（青年学級）」に参加した〇〇〇〇氏が、職員の不適切な言動によりその

後の同事業に参加することができなくなったてん末及びこのことに関する

市の対応の記録」（以下「本件記録」という。）について昭島市個人情報

保護条例（平成10年昭島市条例第37号。以下「条例」という。）に基づき

個人情報開示請求を行った。これに対し、実施機関は、同月９日付けで、

本件記録を実施機関で保有したことがないとして個人情報を不開示とする

決定処分（以下「本件処分」という。）を行った。 

審査請求人は、本件処分を不服とし、同月15日付けで実施機関に対して

本件記録の開示を求める審査請求を行った。 

当審査会は、同年５月19日付けで実施機関から条例第29条第３項の規定

に基づく諮問を受けたため、審査手続として、同年６月24日の第１回審査

会において、審査請求人及び実施機関の双方から提出された書面の審査を

行うとともに、実施機関の職員である昭島市教育委員会事務局生涯学習部

昭島市民会館・公民館（以下「市民会館・公民館」という。）の職員を会

議に出席させ、説明を聴取し、及び委員による質疑を行った。 

 

３ 審査請求人の主張要旨 

審査請求人の主張は、おおむね次のとおりである。 



本件記録については、平成23年から同24年にかけて「青年学級」に参加

した〇〇〇〇氏と市民会館・公民館職員との間で生じたトラブルに関して、

同年９月29日に行われた審査請求人と市民会館・公民館長との話合いによ

り、同様のトラブルの再発防止及び審査請求人との情報共有を目的として

作成することが約束されたものである。したがって、本件記録は当然存在

するはずであるから、本件処分を取り消し、本件記録の開示を求める。 

 

４ 実施機関の主張要旨 

実施機関は、本件記録の不存在について、弁明書及び第１回審査会にお

ける説明聴取等で次のように主張している。 

市民会館・公民館で現に保有し、又は過去に保有していた文書（ファイ

ルサーバに格納された電子データを含む。）を調査したところ、本件記録

の存在を確認することはできなかった。 

また、関係職員への複数回にわたる聴取りを実施したところ、本件記録

を作成した事実を確認することはできなかった。 

なお、平成24年９月29日の本件記録を作成する旨の審査請求人との約束

については、関係職員への聴取りから、そのような事実があったか否かを

明らかにすることはできなかった。 

 

５ 審査会の判断 

(１) 審査の経過 

当審査会は、本件審査請求について、以下のように審議した。 

年 月 日 審 議 経 過 

令和４年５月19日 諮問（実施機関から弁明書の写しを収受） 

令和４年６月10日 
実施機関から審査請求人より提出された反論

書の写しを収受 

令和４年６月24日 
実施機関職員から説明聴取等 

（令和４年度第１回審査会） 

令和４年10月11日 審議（令和４年度第２回審査会） 

 

(２) 審査会の判断 

当審査会は、条例に基づき、審査請求人及び実施機関双方の主張を具

体的に検討した結果、以下のように判断する。 

本件の発端となった〇〇〇〇氏と市民会館・公民館職員との間のトラ



ブルに関しては、審査請求人のいう本件記録の作成の約束を含め全体と

して事実を裏付ける物的証拠に乏しい。 

こうしたなか、本件記録が作成されたか否かについては、前記４の実

施機関による文書・電子データの調査及び関係職員への聴取りの結果か

らは作成の事実を確認することができないうえ、当審査会が本件記録の

作成主体たり得る関係職員に直接聴取したところからも、作成の事実が

なかったことを疑うに足る心証は得られなかったため、当審査会として

は、本件記録は作成されなかったものと判断して差し支えないとの結論

に至った。 

したがって、本件記録は不存在であると認められるため、本件処分は、

妥当である。 

 

よって、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 
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